
平成３１年度 入札契約制度の改正について（追加） 

岡山市水道局 

ＷＴＯ対象工事における低入札価格調査制度の見直し 

ＷＴＯ（特定調達契約）対象工事（平成３０年度現在 許容価格２２億９千万円以上）に

ついては，現在低入札価格調査制度を導入し，ダンピング受注防止に取組んでいるところ

ですが，更に取組を強化するため，低入札価格調査基準価格未満で入札した場合，以下の

とおり，新たに数値的失格基準を設けます。

○数値的失格基準

低入札価格調査基準価格未満で入札し，下記の①～④の数値を１つでも下回った場合

は失格とします。

①直接工事費の１００分の９２

②共通仮設費の１００分の８５

③現場管理費の１００分の８５

④一般管理費等の１００分の５０

○実施時期

平成３１年４月１日以降の入札公告から適用

（参考）

低入札価格調査基準価格

①直接工事費の１００分の９７

②共通仮設費の１００分の９０

③現場管理費の１００分の９０

④一般管理費等の１００分の５５

※上記の①～④の合計額とする。ただし，その額が税抜き設計金額の７５％未満の場

合は，税抜き設計金額に７５％を乗じて得た額，税抜き設計金額の９０％以上の場合

は，税抜き設計金額に９０％を乗じて得た額とする。


